
対象者

65歳以上 40db
以上70db未満

補助の流れ

（055）934・4835



身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴高齢者のコミュニ
ケーション困難性の解消や社会参加の促進を図り、認知症やフレイル状態の予
防を図ることを目的に、軽度・中等度難聴高齢者に対して、補聴器購入費用に
対する助成を行います。

補助率 ・購入費の１/２を補助 但し助成上限 30,000円
(両耳・片耳問わず新規購入１回・更新１回）

補助対象費用 ・補聴器の購入経費
（新規、更新1回分） ※更新の場合は耐用年数５年経過以降
・音声を増幅する機能のみのものは除外
・本人の聴力障害の程度に合わせた補聴器のみとする

補助対象者
・身体障害者手帳（聴覚又は平衡機能の障害）に該当しない、
市内に住民票を置く６５歳以上の者で、両耳の聴力レベルが
40dB以上70dB未満の者

所得制限 ・市民税非課税世帯に属する人

制度開始時期 ・令和６年度より

制度内容
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事業の概要


